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 お詫びして下記のとおり訂正させていただきます。 
 
・428 ⾴ 15〜17 ⾏⽬ 
 
（訂正）「従来除斥期間」で始まる下の⼀⽂を削除する。 
「従来除斥期間と解されてきた期間についても、最近では消滅時効であるとする判例もみられ
る（最決平成 17・3・8 家⽉ 57 巻 6 号 162 ⾴〔⺠ 728 条 2 項の財産分与請求権〕）。」 
 
（理由）最決平成 17・3・8 は、消滅時効であるとの抗告を棄却したものであるため。 


